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本年４月に、消費税率が８％へと増税された。さらに、政府は、来年10月からの税

率10％に向け、増税判断を年内にも行うとしている。 

しかし、もはや消費税率を引き上げる経済状況ではない。「株価連動内閣」とも称

される政府は、６月25日に発表した「成長戦略」において、法人税率の引き下げや年

金資産のリスク運用を盛り込むなど、株価維持と景気回復を演出しているが、地域の

実体経済は冷え込んだままであり、国民生活は疲弊している。 

内閣府が８月13日に発表した４月から６月期の国内総生産（ＧＤＰ、季節調整値）

速報値では、年率換算6.8％減となった。政府は「想定内」との見解だが、消費者物価

の上昇にともなう実質所得の減少により、ＧＤＰの６割を占める個人消費は想定を超

えて落ち込んだ。わずかな賃上げでは物価上昇に追いつかず、消費の減少を招いてい

ることは明らかである。 

また、日銀の質的・量的金融緩和による円安・金利低下が、想定通りに輸出増・設

備投資増をもたらしているとは到底考えられない。消費税増税とセットで実施されて

いる公共事業についても、経済対策としての効果が想定通りに出ていない。 

景気回復の演出と、それによる消費税増税という「悪循環」を即刻、断つべきであ

る。実体経済や国民の生活を直視すれば、景気回復といえる状況にない以上、増税判

断は容認できない。 

よって、本議会は、政府に対し、消費税の税率引き上げ決定を行わないことを強く

要望する。 

 

以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。 

 

平成26年９月30日 

広島県庄原市議会     


